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新 株 予 約 権 等 の 状 況
会 計 監 査 人 の 状 況
業務の適正を確保するための体制

会 社の 支 配に 関 する 基 本方 針
連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
連 結 注 記 表
株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
個 別 注 記 表
連結計算書類に係る会計監査報告
会 計 監 査 報 告
監 査 等 委 員 会 の 監 査 報 告

上記事項につきましては、法令及び当社定款第15条第２項の規定に基づき、書面
交付請求をされた株主さまに対して交付する書面（電子提供措置事項記載書面）
への記載を省略しております。

株主各位

第36回定時株主総会資料
（電子提供措置事項のうち書面交付請求に基づく交付書面に記載しない事項）

業務の適正を確保するための体制の運用状況

（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

株式会社M S － J a p a n
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新株予約権等の状況

新株予約権等の状況
⑴　当事業年度末日における新株予約権の状況
該当事項はありません。

⑵　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約
権の状況
該当事項はありません。

⑶　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。
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会計監査人の状況

報 酬 等 の 額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 45,150千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の
利益の合計額 45,150千円

会計監査人の状況
⑴　名称　　　　　　　　　　EY新日本有限責任監査法人

⑵　報酬等の額

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の
監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監
査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの相当性等を確認
した結果、会計監査人の報酬等の額について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準と判
断し同意いたしました。

３．当社の一部の連結子会社につきましては、当社の会計監査人以外の公認会計士による監査を受けてお
ります。

⑶　会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人が会社法第３４０条第１項各号に定める項目のいずれかに該当
し、解任が相当と認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いた
します。
　また、監査等委員会は、会計監査人としての適格性、独立性、信頼性などを総合的に勘案し、
必要があると判断した場合、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内
容を決定いたします。

⑷　責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。
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業務の適正を確保するための体制

業務の適正を確保するための体制
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適
正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

⑴　当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制

　　①　コンプライアンス管理規程を策定するとともに、原則として毎四半期に、代表取締役を委員
長とするリスク・コンプライアンス委員会を開催し、コンプライアンスの遵守状況について
確認するとともに、リスクマネジメントシステムを基に当社事業活動におけるリスク等に対
しては早期に把握し諸施策を推進する。

　　②　当社が取り扱う個人情報については、法令及び当社が定める「個人情報保護規程」に基づ
き、厳重に管理する。

　　③　社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力等からの不当要求の拒絶等について、外部専
門機関と連携し、全社を挙げて毅然とした姿勢で組織的に対応する。

　　④　役職員からの内部通報等を受け付けるため、内部・外部の複数の相談窓口を設置するととも
に、問題の早期発見を図る観点から通報者の秘匿と、通報したことによるいかなる不利益を
も受けないものとする。

⑵　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　　①　「文書管理規程」に基づき、取締役会及び経営会議その他重要会議の議事録や関連資料、稟

議書、報告書等の情報について必要な保存及び管理を実施する。
　　②　情報の保存に関しては、情報セキュリティポリシーを制定し、管理する。
　　③　保存期間は、文書等の種類、重要性等に応じて「文書管理規程」に規定された期間とする。
　　④　取締役及び監査等委員会または監査等委員会が選定する監査等委員は、常時これらの文書等

を閲覧することができる。
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業務の適正を確保するための体制

⑶　当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　　①　リスク管理規程等の整備と検証及び業務遂行に係るリスクを的確に把握・評価し、個々のリ

スクにつき、これを予防するための措置またはその損失を極小にすべく、リスク・コンプラ
イアンス委員会を定期的に開催し、リスク管理の適切性等の検証及び内部統制の見直しを行
うことにより、リスク管理体制の充実を図る。

　　②　内部監査部門は、内部監査計画の策定に当たり、経営に重要な影響を及ぼすリスク等を踏ま
え監査事項を決定する。また必要により、監査指摘事項についてリスク・コンプライアンス
委員会で協議する。

⑷　当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　　①　業務の重要度に応じた決裁権限を「職務権限規程」において明確にし、職務執行の適切性並

びに効率性を確保する。
　　②　業務内容に応じ、取締役が担う業務範囲を「業務分掌規程」において明確にし、職務執行の

責任範囲を明確化する。
　　③　取締役会の運営に関する規程である「取締役会規程」を定めるとともに、取締役会を原則と

して月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。

⑸　当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
　　①　企業活動に関連する法令及び定款並びに会社規程等の遵守の徹底と継続的な見直しを図ると

ともに、内部監査部門による定期的な内部監査により定期的に事業活動の適法性及び適切性
等の検証を行う。

⑹　監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する事項並びにその使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項

　　①　監査等委員会からその職務を補助すべき使用人を求められた場合、監査の実効性の確保の観
点から、補助使用人等の体制の強化に努めることとする。

　　②　補助使用人等は、業務の執行に係る職位を務める等、独立性を確保することに努める。
　　③　補助使用人等の職務に関する指揮命令権は、監査等委員会または選定監査等委員に帰属する

ものとし、その任命や解任、懲戒及び人事異動等の人事事項は、事前に監査等委員会の同意
を得た上で決定する。
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業務の適正を確保するための体制

⑺　当社及び子会社の取締役及び使用人並びに子会社の監査役等が当社の監査等委員会等に報告す
るための体制等

　　①　監査等委員が経営に関する重要な会議に出席し、取締役等から職務の執行状況の報告を受け
ること、及び選定監査等委員が重要な決裁書類を閲覧し、経営情報をはじめとする各種の情
報を取得することができる体制を整備する。

　　②　監査等委員会または選定監査等委員が代表取締役等、会計監査人、内部監査部門並びに内部
統制担当が実施した監査結果の報告や意見・情報交換を行う場を提供する。

　　③　当社の取締役及び使用人は、法令及び定款等違反並びに不正等、または内部通報があった事
項等、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を発見した場合には、監査等委員会または
選定監査等委員に報告するものとする。

　　④　監査等委員会または選定監査等委員に報告を行った取締役及び使用人が、報告をしたことを
理由として不利な取り扱いを受けないことを確保する体制を整備する。

⑻　当社の監査等委員会等の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該
職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

　　①　監査等委員会または選定監査等委員がその職務の執行について、必要な費用の前払等の請求
をしたときは、速やかに当該費用の支払いを行う。

⑼　その他監査等委員会等の監査が実効的に行われることを確保するための体制
　　①　代表取締役及び内部監査部門は、監査等委員会または選定監査等委員と定期的または随時意

見交換を行う機会を持つこととする。
　　②　監査等委員は、取締役会に出席するとともに、必要に応じて重要な会議等の社内会議体に出

席し、また監査等委員会は重要な報告を受ける体制を整備する。
　　③　監査等委員会または選定監査等委員は、会計監査人と定期的に会合を持つほか、選定監査等

委員は内部監査部門の監査に同行することができるものとする。
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業務の適正を確保するための体制の運用状況、会社の支配に関する基本方針

業務の適正を確保するための体制の運用状況
　当連結会計年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は次のとおりです。

⑴　当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた
めの体制

　　当社は、毎四半期に代表取締役を議長とするリスク・コンプライアンス委員会を開催し、コンプ
ライアンスの遵守状況について確認するとともに、諸施策について審議・決定しております。ま
た、使用人等について定期的に、コンプライアンスに関する研修を行っております。さらに、内部
通報制度として、コンプライアンス等に関する通報窓口を内部・外部にそれぞれ設置しておりま
す。

⑵　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　　当社は、「文書管理規程」に従い、取締役会等の重要会議の議事録や、関連資料、稟議書、
各種報告書等を適切に保存及び管理しております。

⑶　当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　　当社は、リスク管理規程に従い、業務遂行に係るリスクを的確に把握・評価し、毎四半期に
開催されるリスク・コンプライアンス委員会にてリスク管理の適切性等の検証を行っておりま
す。また、内部監査部門は監査計画の策定に当たり、経営に重要な影響を及ぼすリスク等を踏
まえて監査事項を決定し、内部監査を行っております。

⑷　当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　　当社は、「職務権限規程」「業務分掌規程」に基づき、取締役の決裁権限及び職務執行の責任範
囲を明確にし、職務執行の適切性・効率性を確保しております。また、「取締役会規程」に基づ
き、原則として月１回取締役会を開催しております。

⑸　当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
　　当社は、内部監査部門が監査計画に基づいて内部監査を実施し、事業活動の適法性及び適切性等
の検証を行っております。
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業務の適正を確保するための体制の運用状況、会社の支配に関する基本方針

⑹　監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関
する事項並びにその使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項

　　当社は、監査等委員会または監査等委員の活動を補助する使用人を確保する体制を整備すること
ができる規程等を整備しております。

⑺　当社及び子会社の取締役及び使用人並びに子会社の監査役等が当社の監査等委員会等に報告す
るための体制等

　　当社は、取締役等から定期的に職務の執行状況の報告を受け、必要により説明を受けておりま
す。また、内部通報制度による報告内容を監査等委員が確認できる体制を整備しております。

会社の支配に関する基本方針
　該当事項はありません。

－ 7 －



2026/05/27 15:38:38 / 25298373_株式会社ＭＳ－Ｊａｐａｎ_招集通知

連結株主資本等変動計算書

( 2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで )
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計
当 期 首 残 高 587,203 1,233,141 7,874,804 △166,508 9,528,641
当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 120 120 240
剰 余 金 の 配 当 △1,391,375 △1,391,375
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 1,034,662 1,034,662

譲 渡 制 限 付 株 式 報 酬 △2,295 6,025 3,729
株主資本以外の項目の当期変
動 額 ( 純 額 ) －

当 期 変 動 額 合 計 120 △2,175 △356,713 6,025 △352,743
当 期 末 残 高 587,323 1,230,965 7,518,091 △160,482 9,175,898

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非支配株主持分 純資産合計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金 為 替 換 算 調 整 勘 定 そ の 他 の 包 括 利 益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 123,023 19,396 142,420 102,773 9,773,835
当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 240
剰 余 金 の 配 当 △1,391,375
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 1,034,662

譲 渡 制 限 付 株 式 報 酬 3,729
株主資本以外の項目の当期変
動 額 ( 純 額 ) 32,108 169,018 201,126 4,348 205,474

当 期 変 動 額 合 計 32,108 169,018 201,126 4,348 △147,268
当 期 末 残 高 155,131 188,415 343,546 107,121 9,626,566

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）
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連結注記表

連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

⑴　連結の範囲に関する事項
　連結子会社の状況
・連結子会社の数 ２社
・連結子会社の名称 FourQuarters Recruitment Pty.Ltd.

MS・HAYATE１号投資事業有限責任組合

⑵　連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社のうちMS・HAYATE１号投資事業有限責任組合の決算日は、連結決算日と一致しておりま
す。
　FourQuarters Recruitment Pty.Ltd.の決算日は６月30日であり、当社の連結決算日と異なるため、連結
計算書類の作成にあたっては、当連結会計年度末の３ヶ月前である12月31日で実施した仮決算に基づく計
算書類を使用しております。ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な修正
を行っております。

⑶　会計方針に関する事項
①　重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法
・その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
なお、投資事業組合への出資については、組合契約に規定される決
算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額
を純額で取り込む方法によっております。
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連結注記表

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法
イ．有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建
物並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物につ
いては定額法によっております。なお、主な耐用年数は以下のとおり
であります。
建物 ３年～47年
車両運搬具 ６年
工具、器具及び備品 ２年～10年

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）
・自社利用のソフトウエア 主に社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっており

ます。

ハ．リース資産
・IFRS16号に基づく使用権資産

　国際財務報告基準を適用している子会社は、国際財務報告基準第16号「リース」（以下、「IFRS
第16号」）を適用しております。これにより、リースの借手については、原則としてすべてのリース
を貸借対照表に資産及び負債として計上しており、資産計上されたリース資産の減価償却方法は定額
法によっております。

③　重要な引当金の計上基準
・賞与引当金 従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当連結会計年

度に負担すべき額を計上しております。

－ 10 －



2026/05/27 15:38:38 / 25298373_株式会社ＭＳ－Ｊａｐａｎ_招集通知

連結注記表

④　収益及び費用の計上基準
　顧客との契約から生じる収益に関する主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点は以
下の通りです。

・人材紹介（DRM含む） 顧客である求人企業に対して、求職者の紹介を行っており、求職者が
求人企業に入社した時点で収益を認識しております。なお、顧客から
受け取った又は受け取る対価のうち、将来返金されると見込まれる収
益の額として、売上高に返金実績率を乗じた額を、返金負債に計上し
ております。

・人材派遣 雇用契約を締結した派遣スタッフが、人材派遣契約で定められた期
間、派遣先企業で就業する取引となります。履行義務は派遣スタッフ
の労働力の提供に応じて充足されるため、派遣スタッフの派遣期間に
おける稼働実績に応じて収益を認識しております。

・メディア 主として自社メディアやイベントを通じて獲得した申込情報を顧客企
業に提供しており、その提供時点で収益を認識しております。なお、
サービス提供前に顧客から対価を受け取った場合には契約負債を認識
しております。

⑤　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。
　なお、在外連結子会社の資産及び負債は、仮決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用
は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上して
おります。

⑥　のれんの償却方法及び償却年数
　のれんの償却については、その効果の及ぶ期間を合理的に見積り、10年間の定額法により償却しており
ます。
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当連結会計年度

のれん 2,650,864千円

２．会計上の見積りに関する注記
（重要な会計上の見積り）
FourQuarters Recruitment Pty.Ltd.に関するのれんの評価
⑴　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

⑵　識別した項目にかかる重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①　算出方法

　連結子会社であるFourQuarters Recruitment Pty.Ltd.を取得した際に計上したのれんは、事業活動に
より期待される超過収益力として、取得原価と被取得企業の識別可能資産および負債の企業結合日時点の
時価との差額で算定しております。これらは、その効果が及ぶ期間にわたり償却を行っております。
　当社は営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっているか、又は、継続してマイナスとなる見
込みである場合や、経営環境の悪化を把握した場合等の事象に基づき、減損の兆候の有無の判定を行って
おります。また、減損の兆候があると判定された資産グループについては、資産グループに含まれる主要
な資産の経済的残存使用年数が経過するまでの期間における将来キャッシュ・フローを見積り、減損損失
を認識する必要があるかどうかの判定を行っております。
　当連結会計年度末において、見直し後の事業計画と実績との間に乖離が生じたことから減損の兆候があ
ると判断し、減損損失の認識の要否を検討しております。その結果、当連結会計年度に策定した見直し後
の事業計画に基づいた同社の事業から得られるのれんの残存償却年数に対応した割引前将来キャッシュ・
フローの総額が帳簿価額を上回っているため、減損損失を認識しておりません。
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有形固定資産の減価償却累計額 337,770千円

普通株式 24,998,200株

普通株式 145,152株

決 議 株式の種類 配当金の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2 0 2 5 年 ６ 月 2 5 日
定 時 株 主 総 会 普通株式 1,391,375 56 2025年 3 月31日 2025年６月26日

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2026年6月23日
定 時 株 主 総 会 普通株式 利益剰余金 1,391,770 56 2026年３月31日 2026年６月24日

②　主要な仮定
のれんの評価の基礎となる見直し後の事業計画における主要な仮定は、人材派遣人員数の予測及び人材

紹介人員数の予測並びに物価上昇率の予測であります。

③　翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
見直し後の事業計画における主要な仮定である、人材派遣人員数の予測及び人材紹介人員数の予測並び

に物価上昇率の予測は見積りの不確実性が高く、将来の経済条件の変動等により見直しが必要となった場
合、翌連結会計年度において減損損失が発生する可能性があります。

３．連結貸借対照表に関する注記

４．連結株主資本等変動計算書に関する注記
⑴　当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

⑵　当連結会計年度の末日における自己株式の種類及び株式数

⑶　剰余金の配当に関する事項
①　配当金支払額等

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
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５．金融商品に関する注記
⑴　金融商品の状況に関する事項

①　金融商品に対する取組方針
　当社グループは、保有する金融資産のうち、一般的な余資につきましては主に流動性の高い金融資産で
運用することにより金融資産の活用と保全の両立を図っております。また、デリバティブ取引等のリスク
を伴う投機的な取引は行わない方針であります。

②　金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
　営業債権である売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。
　有価証券及び投資有価証券は、信用リスク及び市場価格の変動リスク並びに為替変動リスクに晒されて
おります。

③　金融商品に係るリスク管理体制
イ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）
　営業債権については、当社の事業の性質上、件数及び金額共に特定の取引先に集中することはなく、ま
た支払期日についても月末締め翌月末精算を基本としており、可能な限り短期間で回収することでリスク
を低減しております。その上で、販売管理規程に従い、経営管理本部が各取引先の状況を定期的にモニタ
リングし、取引先ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把
握や軽減を図っております。また、与信管理規程に従い各取引先の返済能力に応じた信用取引を行うこと
でリスクの軽減を図っております。

ロ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
　有価証券及び投資有価証券については、定期的に時価を把握し、保有状況を見直しております。

ハ．資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　経営管理本部が資金計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理
しております。

④　金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を
採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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連結貸借対照表計上額 時価 差額
有価証券及び投資有価証券
　その他有価証券 1,471,569千円 1,471,569千円 －千円

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

株式 185,772 － － 185,772

その他 － 1,285,796 － 1,285,796

資産計 185,772 1,285,796 － 1,471,569

⑵　金融商品の時価等に関する事項
　2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。なお、市場価格のない株式等（連結貸借対照表計上額156,748千円）は、「その他有価証券」には含めて
おりません。
　現金は注記を省略しており、預金、売掛金及び未払金等は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似す
ることから注記を省略しております。また投資事業組合出資（連結貸借対照表計上額1,279,686千円）につい
て注記を行っておりません。

⑶　金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の 3つのレベル
に分類しております。

レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル 1 のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した

時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
有価証券及び投資有価証券

　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その
時価をレベル1の時価に分類しております。
　投資信託は、金融機関等の第三者が公表する基準価額等をもって時価としており、その時価をレベル
２の時価に分類しております。
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当連結会計年度
人材紹介 4,294,835千円
メディア 248,024
DRM 101,716
海外人材 3,002,752
顧客との契約から生じる収益 7,647,329
その他の収益 －
外部顧客への売上高 7,647,329

６．収益認識に関する注記

⑴　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

⑵　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
・　人材紹介

　顧客である求人企業に対して、求職者の紹介を行っており、求職者が求人企業に入社した時点で収益
を認識しております。
　取引の対価は、求職者が求人企業に入社した日から概ね2ヵ月以内に受領しており、当該顧客との契約
に基づく債権について、重要な金融要素の調整は行っておりません。

・　メディア
　主として自社メディアやイベントを通じて獲得した申込情報を顧客企業に提供しており、その提供時
点で収益を認識しております。
　取引の対価は、申込情報を顧客に提供した時点から概ね1ヵ月以内に受領しており、当該顧客との契約
に基づく債権について、重要な金融要素の調整は行っておりません。

・　ＤＲＭ
　顧客である求人企業に対して、求職者の紹介を行っており、求職者が求人企業に入社した時点で収益
を認識しております。
　取引の対価は、求職者が求人企業に入社した日から概ね2ヵ月以内に受領しており、当該顧客との契約
に基づく債権について、重要な金融要素の調整は行っておりません。

・　海外人材
　人材紹介については、顧客である求人企業に対して、求職者の紹介を行っており、求職者が求人企業
に入社した時点で収益を認識しております。
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⑴　１株当たり純資産額 383円03銭
⑵　１株当たり当期純利益 41円64銭
⑶　潜在株式調整後１株当たり当期純利益 41円64銭

親会社株主に帰属する当期純利益 1,034,662千円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 1,034,662千円
普通株式の期中平均株式数 24,849,598株

普通株式増加数 1,129株

　人材派遣については、雇用契約を締結した派遣スタッフが、人材派遣契約で定められた期間、派遣先
企業で就業する取引となります。履行義務は派遣スタッフの労働力の提供に応じて充足されるため、派
遣スタッフの派遣期間における稼働実績に応じて収益を認識しております。
　人材紹介についての取引の対価は、求職者が求人企業に入社した日から概ね１ヵ月以内に受領してお
り、当該顧客との契約に基づく債権について、重要な金融要素の調整は行っておりません。また、人材
派遣についての取引の対価は、契約で定められた就業期間終了日から概ね1ヵ月以内に受領しており、当
該顧客との契約に基づく債権について、重要な金融要素の調整は行っておりません。

⑶　当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
　契約負債は、主にメディア売上高において、履行義務の充足前に顧客から受け取った前受金であり、収益
の認識に伴い取り崩されます。当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含ま
れていた額は、562千円であります。
　なお、当社グループでは、主に当初に予定される顧客との契約期間が1年以内であるため、残存履行義務
に配分した取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間の記載を省略しております。

７．１株当たり情報に関する注記

（注）１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。

１株当たり当期純利益

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

８．重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。
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株主資本等変動計算書

( 2025年 4 月 1 日から
2026年 3 月31日まで )

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式 株主資本合計
資本準備金 その他

資本剰余金
資本剰余金

合計
利益

準備金

その他利益
剰余金 利益剰余金

合計繰越利益
剰余金

当 期 首 残 高 587,203 567,203 665,938 1,233,141 5,000 8,352,332 8,357,332 △166,508 10,011,170
当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 120 120 120 240
剰 余 金 の 配 当 △1,391,375 △1,391,375 △1,391,375
当 期 純 利 益 1,347,436 1,347,436 1,347,436
譲渡制限付株式報酬 △2,295 △2,295 6,025 3,729
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) －

当 期 変 動 額 合 計 120 120 △2,295 △2,175 － △43,939 △43,939 6,025 △39,969
当 期 末 残 高 587,323 567,323 663,642 1,230,965 5,000 8,308,393 8,313,393 △160,482 9,971,200

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
当 期 首 残 高 123,023 123,023 10,134,193
当 期 変 動 額

新 株 の 発 行 240
剰 余 金 の 配 当 △1,391,375
当 期 純 利 益 1,347,436
譲渡制限付株式報酬 3,729
株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 32,108 32,108 32,108

当 期 変 動 額 合 計 32,108 32,108 △7,861
当 期 末 残 高 155,131 155,131 10,126,331

株主資本等変動計算書

（単位：千円）
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　資産の評価基準及び評価方法
①　関係会社株式 移動平均法による原価法

②　関係会社出資金 投資事業組合への出資については、組合契約に規定される決算報告日に
応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込
む方法によっております。

③　その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの

時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定）

・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法
なお、投資事業組合への出資については、組合契約に規定される決算報
告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で
取り込む方法によっております。

⑵　固定資産の減価償却の方法
①　有形固定資産

定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建
物並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物につ
いては定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ３年～47年
車両運搬具 ６年
工具、器具及び備品 ３年～10年

②　無形固定資産
・自社利用のソフトウエア 主に社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっておりま

す。
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⑶　引当金の計上基準
・賞与引当金 従業員賞与の支払に備えるため、支払見込額に基づき計上しておりま

す。

⑷　収益及び費用の計上基準
　顧客との契約から生じる収益に関する人材紹介事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充
足する通常の時点は以下のとおりです。

・人材紹介（DRM含む） 顧客である求人企業に対して、求職者の紹介を行っており、求職者が求
人企業に入社した時点で収益を認識しております。なお、顧客から受け
取った又は受け取る対価のうち、将来返金されると見込まれる収益の額
として、売上高に返金実績率を乗じた額を、返金負債に計上しておりま
す。

・メディア 主として自社メディアやイベントを通じて獲得した申込情報を顧客企業
に提供しており、その提供時点で収益を認識しております。なお、サー
ビス提供前に顧客から対価を受け取った場合には契約負債を認識してお
ります。

⑸　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお
ります。
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当事業年度

関係会社株式 3,517,690千円

短期金銭債務 3,180千円

⑵　有形固定資産の減価償却累計額 134,067千円

２．会計上の見積りに関する注記
（重要な会計上の見積り）
FourQuarters Recruitment Pty.Ltd.株式の評価

⑴　当事業年度の計算書類に計上した金額

⑵　識別した項目にかかる重要な会計上の見積りの内容に関する情報
①　算出方法

　関係会社株式は、市場価格のない株式であり、取得価額には、FourQuarters Recruitment Pty.Ltd.
の超過収益力が反映されており、取得価額と実質価額とを比較し、関係会社株式の減損処理の要否を判
断しています。
　超過収益力の毀損により実質価額が著しく低下したときは減損処理が必要となります。

②　主要な仮定
関係会社株式の実質価額に反映されている超過収益力は、同社の将来の事業計画を基礎として見積も

っております。当該事業計画における主要な仮定は、人材派遣人員数の予測及び人材紹介人員数の予測
並びに物価上昇率の予測であります。

③　翌事業年度の計算書類に与える影響
見直し後の事業計画における主要な仮定である、人材派遣人員数の予測及び人材紹介人員数の予測並

びに物価上昇率の予測は見積りの不確実性が高く、将来の経済条件の変動等により見直しが必要となっ
た場合、翌事業年度において関係会社株式評価損が発生する可能性があります。

３．貸借対照表に関する注記
⑴　関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
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営業取引による取引高
営業費用 12,416千円

営業取引以外の取引高
受取配当金 145,394千円

普通株式 145,152株

繰延税金資産
賞与引当金 29,736千円
未払事業税等 20,845千円
返金負債 2,488千円
資産除去債務 22,905千円
減価償却超過額 12,203千円
投資有価証券評価損 17,326千円
投資事業組合運用損 167,403千円
その他 4,382千円

繰延税金資産合計 277,292千円
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 71,404千円
繰延税金負債合計 71,404千円
繰延税金資産の純額 205,888千円

４．損益計算書に関する注記
関係会社との取引高

５．株主資本等変動計算書に関する注記
　当事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数

６．税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
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当事業年度
人材紹介 4,294,835千円
メディア 248,024
DRM 101,716
顧客との契約から生じる収益 4,644,576
その他の収益 －
外部顧客への売上高 4,644,576

７．収益認識に関する注記
⑴　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

⑵　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
「会計方針に関する事項」の「収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。
なお、その他の顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は以下のとおりであります。
・　人材紹介

　取引の対価は、求職者が求人企業に入社した日から概ね2ヵ月以内に受領しており、当該顧客との契約
に基づく債権について、重要な金融要素の調整は行っておりません。

・　メディア
　取引の対価は、申込情報を顧客に提供した時点から概ね1ヵ月以内に受領しており、当該顧客との契約
に基づく債権について、重要な金融要素の調整は行っておりません。

・　ＤＲＭ
　取引の対価は、求職者が求人企業に入社した日から概ね2ヵ月以内に受領しており、当該顧客との契約
に基づく債権について、重要な金融要素の調整は行っておりません。

⑶　当事業年度及び翌事業年度以降の収益の金額を理解するための情報
　契約負債は、主にメディア売上高において、履行義務の充足前に顧客から受け取った前受金であり、収益
の認識に伴い取り崩されます。当事業年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれて
いた額は、562千円であります。
　なお、当社では、主に当初に予定される顧客との契約期間が1年以内であるため、残存履行義務に配分し
た取引価格の総額及び収益の認識が見込まれる期間の記載を省略しております。
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⑴　１株当たり純資産額 407円45銭
⑵　１株当たり当期純利益 54円22銭
⑶　潜在株式調整後１株当たり当期純利益 54円22銭

当期純利益 1,347,436千円
普通株主に帰属しない金額 －
普通株式に係る当期純利益 1,347,436千円
普通株式の期中平均株式数 24,849,598株

普通株式増加数 1,129株

８．１株当たり情報に関する注記

（注）１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりです。

１株当たり当期純利益

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

９．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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独立監査人の監査報告書
2026年５月18日

株式会社ＭＳ－Ｊａｐａｎ
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
東　 京　 事　 務　 所

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 堀 井 秀 樹
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 椙 尾 拓 郎

　監査意見
　当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、株式会社ＭＳ－Ｊａｐａｎの２０２５年
４月１日から２０２６年３月３１日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照
表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、株式会社ＭＳ－Ｊａｐａｎ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係
る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載され
ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸
表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人
としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を
作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備
及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監
査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆
候があるかどうか注意を払うことにある。

連結計算書類に係る会計監査報告
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　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算
書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結
計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬に
よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場か
ら連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能
性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込
まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連
する内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要
な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる
場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に
関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている
が、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内
容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
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・　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ
適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類
の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を
負う。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去す
るための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガード
を適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載す
べき利害関係はない。

以　上

－ 27 －



2026/05/27 15:38:38 / 25298373_株式会社ＭＳ－Ｊａｐａｎ_招集通知

会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2026年５月18日

株式会社ＭＳ－Ｊａｐａｎ
取締役会　御中

EY新日本有限責任監査法人
東　 京　 事　 務　 所

指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 堀 井 秀 樹
指 定 有 限 責 任 社 員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 椙 尾 拓 郎

　監査意見
　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＭＳ－Ｊａｐａｎの２０
２５年４月１日から２０２６年３月３１日までの第３６期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照
表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」
という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表
示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。
監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されて
いる。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定（社会的影響度の高い事業体の財務諸表
監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の
倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手
したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を
作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備
及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査
法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

会計監査報告
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　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があ
るかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候
があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類
等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書
類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが
適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づい
て継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視する
ことにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬によ
る重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から
計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性が
あり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる
場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意
見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連す
る内部統制を検討する。
・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な
不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場
合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関す
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る計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の
事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並
びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別し
た内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の
事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守
したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去す
るための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガード
を適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係は
ない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2025年4月１日から2026年3月31日までの第36期事業年度における
取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いた
します。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取
締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）に
ついて取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、
必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしま
した。
①　監査等委員会が定めた監査の方針、監査計画、職務の分担等に従い、会社の内部監
査部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に
関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本
社及び主要な事業所に関して業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社
については、子会社の重要書類を閲覧し、必要に応じて当社の子会社管理責任者等か
ら事業及び財産等の状況の報告を受けました。
②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び
検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われること
を確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関す
る品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要
に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類
（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細
書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書
及び連結注記表）について検討いたしました。

監査等委員会の監査報告
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２．監査の結果
（１）事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して
いるものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事
実は認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、
当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について
も、指摘すべき事項は認められません。

（２）計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

（３）連結計算書類の監査結果
　会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

2026年５月18日
株式会社MS－Japan　監査等委員会
監 査 等 委 員 和田　育子 ㊞
監 査 等 委 員 大浦　善光 ㊞
監 査 等 委 員 坂元　英峰 ㊞

（注）　監査等委員和田育子、大浦善光及び坂元英峰は、会社法第２条第15号及び第331
条第６項に規定する社外取締役であります。

以　上
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